
令和５年度（2023年度）

日向市生活排水(し尿・浄化槽汚泥)

処理実施計画

令和５(2023年)年３月

環境政策課



１ 基本事項

（１）計画の位置付け

本計画は、生活環境保全及び生活排水（し尿）の適正で効率的な処理を図り、廃棄物の処

理及び清掃に関する法律（昭和45年法律137号）に規定する一般廃棄物の処理に関する基本計

画の実施のため、本市の生活排水（し尿）処理に関する必要な事項を定める。

（２）計画の区域

本市の区域内全域

（３）計画の期間

令和５(2023年)年４月１日から令和６(2024年)年３月３１日までとする。

（４）生活排水処理人口等の推計

※ 総人口は、各年度10月１日現在の住民基本台帳人口である。

※ 非水洗化人口は、単独浄化槽人口及びくみ取り人口の合計である。

※ 令和５年度の数値は、令和３年度の実数値及び令和４年度の推計値を基に算定したも

のである。

（５）し尿等の処理主体

区分
令和３年度

（実績）

令和４年度

（推計）

令和５年度

推計 令和４年度比

総人口（住基人口） A 60,071 59,455 58,865 99.0％

公共下水道人口 B 32,499 32,506 32,513 100.0％

農業集落排水人口 C 2,166 2,135 2,105 98.6％

合併処理浄化槽人口 D 14,254 14,228 14,202 99.8％

非水洗化人口 A-B-C-D 11,152 10,586 10,045 94.9％

処理人口率(％) B+C+D/A 81.4 82.2 82.9 0.7％

収集量合計 20,953 21,170 21,401 100.1％

くみ取りし尿 2,734 2,598 2,469 95.0％

浄化槽汚泥 18,219 18,572 18,932 101.9％

処理施設の種類 対象となる生活排水の種類 主体 対象地区

公共下水道 し尿、生活雑排水 市 公共下水道認可区域

合併処理浄化槽 し尿、生活雑排水 個人等 公共下水道認可区域外

単独処理浄化槽 し尿 個人等 公共下水道認可区域外

農業集落排水 し尿、生活雑排水 市 秋留、美々津、東郷町山陰

し尿処理施設 し尿、浄化槽汚泥 市 市内全域



２ し尿及び浄化槽汚泥の処理計画

（１）基本的な処理体系

（２）収集・運搬

し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬は、本市の一般廃棄物（し尿、汚泥）収集及び運搬業許

可業者が行う。

し尿の搬入量は、過去5年間の搬入量の推移で判断した場合、減少傾向にある。また、減少

の理由として、下水道への接続、浄化槽への転換および人口の減少に伴うことが考えられる。

浄化槽汚泥についても、下水道への接続、人口の減少等により減少傾向にあるが、し尿か

らの転換や法に基づく適正な維持管理の推進等により収集量は横ばいの状況である。

今後のし尿及び浄化槽の減少による業務の効率化が懸念される。

収集体制については、現行の許可業者の２社で十分に対応可能であり、安定かつ適正な収

集・運搬が維持できるものと判断する。

（３）汚泥等の処理及び最終処分

許可業者２社により収集されたし尿及び浄化槽汚泥は、財光寺汚泥処理場で処理を行う。

当該処理で生じた脱水汚泥については、民間業者委託にて処理する。し渣については、清

掃センターへ搬入し焼却処分する。

地区
収集運搬

の主体

中間処理 最終処分

処理主体 処理方法 処理主体 処理方法

市内

全域

許可業者 市 ①きょう雑物除去

②固液分離処理

③活性汚泥法処理

④脱臭

⑤汚泥処理

・し渣焼却

（清掃センター）

・脱水汚泥

（民間業者）

市 埋立（し渣焼却灰）

し尿及び汚泥の収集・運搬許可業者 収集地区

有限会社都農町衛生公社

児湯郡都農町大字川北4989-1

【許日環し尿第2101号】

幸脇、遠見、飯谷、余瀬、鹿場、田の原、丸山

長崎、鵜戸木、寺迫、美々津

株式会社日向衛生公社

日向市大字財光寺1131

【許日環し尿第2102号】

日向市の全域

名 称 日向市財光寺汚泥処理場

所 在 地 日向市大字財光寺1131-８

供 用 開 始 昭和62年６月

処 理 能 力 浄化槽汚泥専用（24ｋℓ／日）

処 理 対 象 区 域 市内全域

処 理 方 法 固液分離＋活性汚泥法処理方式



３ 適正処理等の推進計画

（１）適正処理の推進

一般廃棄物（し尿、浄化槽汚泥）収集運搬業許可業者の指導及び啓発を通して、適正なし

尿及び浄化槽汚泥の収集運搬を確保するとともに、日向市財光寺汚泥処理場における適切な

処理を推進する。

（２）共同処理の推進

○し尿等基本検討

本年度は、財光寺汚泥処理場と日向市浄化センターとの共同化に向け、し尿及び浄化槽

汚泥の効率的かつ効果的な処理を行うための水処理や汚泥処理までの一連の流れ、下水道

投入までの前処理施設としての施設利用等についての検討を行う。

○日向市生活排水対策総合基本計画の見直し

平成26年度に改訂した本市全体の生活排水に関する日向市生活排水対策総合基本計画の見

直しを行うが、この見直しを行うに当たり、前記のし尿等基本検討を同時に進めることで、

より良い計画策定を行う。

（３）老朽化した施設の整備

本年度は、補集ファン取替工事に着手する。

（４）合併処理浄化槽設置の推進

適正な生活排水処理を進め、市民の生活環境の改善及び河川等の水質汚濁の防止を図るた

め、公共下水道事業計画区域及び農業集落排水事業区域外の地域において単独処理浄化槽ま

たは汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換するものに対し、設置工事費の一部を助成す

る。

（５）関係機関、団体等の連携の強化

市民、処理業者及び行政関係機関と協力し、し尿及び浄化槽汚泥の適正処理に努める。


